
第五次宮崎市総合計画基本構想の変更に関するこれまでの経緯等について

１ 第五次宮崎市総合計画とは

・本市のまちづくりの指針であり、平成30年度を初年度とする最上位の計画。

２ 基本構想の変更について

（参考：基本構想の変更後の計画期間

【基本構想】

・本市の進むべき方向と将来像を明確にした

うえで、目指すべきまちの状態を示す

【基本計画】

・基本構想を実現するための「基本的方向」や

「施策」、「成果指標」を体系的に示す

・重点的な取組を「戦略プロジェクト」として

定める

【実施計画】

・体系化した施策に対して具体的に実施する

事業を示す

・新型コロナウイルス感染症の影響等により、「評価できない」

とした指標を多数確認（令和４年度も同様）

・「基本構想」を３年間短縮し、「前期基本計画」を２年間延伸する

・「後期基本計画」は策定せず、令和７年度を始期とする「（仮称）

第六次宮崎市総合計画」を前倒しで策定することを説明

・庁内において「基本構想の変更」に伴う影響調査

・「基本構想の変更」について意見聴取

・「基本構想の変更」について諮問

・「基本構想の変更」について答申

・第五次宮崎市総合計画基本構想の変更について（議案第71号）の議決

宮崎市総合計画推進会議
専門部会(R3.7.27)

地域協議会(R4.2～3月)

第１回審議会(R4.4.15)

審議会答申(R4.4.26)

令和４年６月定例会
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